
農業農村整備事業の実施状況や効果等について

（前回部会における意見に対する補足説明）

資料２



No 意見
関連
頁

1

＜農地集積・生産コスト削減＞
① 農地集積に向けた農地整備や管理面での阻害要因と対策
・農地集積を阻む農地整備や管理面での要因を確認し、それを取り除くといった視点が大事。
・農地整備を進めるに当たっての担い手（リーダー）の確保の視点も必要。
② 経営規模の拡大と大区画化・連坦化

・農地集積と生産コスト削減の観点からは、農地の利用集積率を高めるだけでなく、農業専従者１人当たりの
経営規模の拡大、大規模な区画整備（5ha以上）や連担化等が必要。

③ 農地中間管理機構
・農地バンクが目指す集積の状況について注視していきたい。

P1
～
P11

2

＜畑の整備＞
① 畑地整備による農業展開
・高付加価値化だけではなく、異常気象時の安定生産をはじめ、生産力の向上の視点も重要。
② 畑地かんがいの多目的利用
・畑地かんがいの多目的利用をＰＲすべき。

P12
～
P26

3

＜地域特性に応じた整備＞

・地域によっては、畦畔除去のみでの大区画化は困難な場合も存在。また、労働時間の軽減と品質・生産量
の関係を考慮した場合、30a区画が適当な地域も存在するのではないか。

・農業生産基盤整備の実施に当たり、地域特性を踏まえ、経済性のみならず、コミュニティの形成や環境にも
配慮した農山村づくりの推進といった視点も大事。

・輸出を視野に入れた生産基盤の整備を通じ、地域の活性化を図ることも重要。
・大規模化を目指す農地とそれ以外の農地をゾーニングすることも必要。

P27
～
P34

10月8日の部会での主な意見



１－１．農地集積に向けた農地整備・管理面の課題と対策

○ 担い手への農地集積と集約化を加速化するため、公的な農地の中間的受け皿である農地中間管理機
構が現在までに全都道府県で指定済み。各市町村では人・農地プランなど地域の話合い活動を進めて
おり、これらと連携して各機構が農地集積への取組を推進中であり、農地整備事業との連携も重要。
○ 農地集積を進める上での整備水準や保全管理作業の対処等の課題に対して、対策を組み合わせて対
応するとともに、土地改良制度・土地改良区の在り方について検証・検討も進めていく必要。

参考：全国土地改良事業団体連合会
「農地整備事業に係る課題調査業務報告書（平成25年度）」 1

農地集積を進める上での農地整備・管理面の課題

① 農地の整備水準の問題（狭小、未整備、湿田、分
散等）。

② 他方、土地持ち非農家の増加等により、農地整備
に対する投資意欲が低下。

③ 規模拡大した担い手への畦畔・法面等の保全管理
作業の集中。

④ ほ場レベルでの水管理に係る労力負担の集中。ま
た、営農の変化（水田フル活用等）に対応した用水
供給が困難。

⑤ 土地持ち非農家組合員の増加、耕作放棄地等に起
因して賦課金の滞納が増加傾向にあり、農地整備に
伴う土地利用調整のリーダーとなる土地改良区の運
営基盤が脆弱化。

⑥ 農地整備完了後の経費確保の問題から、事業完了
後の土地改良区による農地集積活動が低下。

対策

① 農地の大区画化等の推進
農地の大区画化・汎用化、畦畔除去による区画拡大・暗渠排水整備等
の機動的取組を支援。

② 農家負担に配慮した基盤整備の推進
定額助成制度の創設、担い手に一定以上の規模以上集約した場合の助
成単価の加算及び集積や集約の度合いに応じた促進費の交付により、農
家負担割合を軽減。

③ 多面的機能支払制度
地域共同の地域資源の保全や質的向上を図る活動を支援。

④ 新たな農業水利システムの構築の推進
水管理の省力化と担い手の多様な水利用への対応を図るため、ＩＣＴ
の導入、パイプライン化や調整施設の追加等を支援。

⑤ 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
荒廃した耕作放棄地を再生利用するための雑草・雑木除去や土づくり
等の取組を支援。

⑥ 土地改良制度等の検証・検討
農業・農村の構造の変化を見極めつつ、土地改良事業や土地改良区の
現状・ニーズ等について把握、分析し、土地改良制度及び土地改良区の
在り方について検証・検討。
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１－２．農地整備の推進に当たっての土地改良区の関与

○ 農地整備に伴う土地利用調整に関与している機関
（回答数98）

資料：全国土地改良事業団体連合会「農地整備事業に係る課題調査業務報告書（平成25年度）」

※ 農地整備事業を実施中又は近年完了した土地改良区を対象としたアンケート調査

○ 土地改良区における農地整備（土地利用調整）の中心人物
（上位４パターン）
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複数団体で構成する協議会

都道府県公社・市町村公社

農業法人・集落営農組織

農協

農業委員会

市町村

都道府県

土地改良区

関与しており、主要な役割を果たしている団体・組織

関与しているが、主要な役割は果たしていない団体・組織

関与していない団体・組織

○ 農地整備に当たっては、これまで、地方公共団体や関連団体と連携しつつ、土地利用調整等のノウ
ハウを有する土地改良区が主要な役割を果たしているケースが多く、役員や事務局職員がリーダシッ
プを発揮。
○ 事務局職員のみで対応しているケースもあり、土地改良区における体制はまちまち。

○ 土地利用調整に関して土地改良区が有する強み・ノウハウ
（複数回答あり） （回答数82）
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地図情報システムの活用が可能

換地等を通じて、集積のノウハウを蓄積

理事、総代が地区の状況を熟知

集積活動と基盤整備の一体的実施が可能

水管理を通じて、農業者との繋がりが深い

誰がどの農地を所有・耕作しているか熟知

2



１－３．農地整備による経営規模の拡大と生産コストの削減

○ 米生産費統計によれば、米生産コストや労働時間は、経営規模の拡大に伴い着実に削減。
○ 今後とも、集積だけでなく、経営規模の拡大にも留意しながら、農地整備を推進する必要。

○ 経営規模拡大に伴う米生産費・労働時間の推移 ○ 農地整備に伴う大規模経営体の育成

3
資料：平成24、25年度に農地整備事業が完了した全国185地区の実績

（実施前：3.9ha/戸→実施後：7.2ha/戸）

担い手の１経営体
当たり経営規模
（地区平均）

地区数

事業実施前 事業実施後

～2ha未満 87 25

2ha～5ha未満 45 46

5ha～10ha未満 29 31

10ha～15ha未満 18 31

15ha～20ha未満 4 13

20ha～30ha未満 2 18

30ha～40ha未満 0 7

40ha～50ha未満 0 9

50ha以上 0 5

経営規模
米生産費
(円/60kg)

稲作労働時間（直接）

(hr/10a)

平 均 15,229 24.23

0.5ha未満 24,905 42.58

0.5～1ha 20,053 33.41

1～2ha 16,444 27.02

2～3ha 14,205 23.44

3～5ha 13,531 20.69

5～10ha 12,101 17.39

10～15ha 11,571  16.79

15ha以上 11,424 13.78

資料：農林水産省 農業経営統計調査
米及び麦類の生産費」（平成25年産）



１－４．農地利用集積（面的集積）による生産コストの削減

○ 農地整備実施地区における担い手への面的集積率は、地区面積に対して約５割、担い手の経営農地
面積に対して約８割。
○ 今後とも、労働時間削減の観点から、面的まとまり（集約）も重視して農地整備を推進する必要。

○ 農地整備実施前後の地区面積に
対する担い手への面的集積率（C/A）
の推移

※１「担い手への面的集積の概念」

資料：平成20から23年度に農地整備事業が完了した全国474地区の実績

地区面積（Ａ）

担い手の経営農地面積（Ｂ）

担い手への面的集積面積（Ｃ）

※ 同一の担い手によって耕作さ
れる農地であって、一連の農作業
を継続するのに支障のない1ha
（北海道では1.5ha）以上のまと
まりを有する農地の面積31%
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○ 担い手の経営農地面積
に対する面的集積率（C/B）

Ｃ/Ｂ

面的
集積率
Ｃ/Ａ

集積率
Ｂ/Ａ

（現在の農業競争力強化基盤整備事業
の集約化要件は、1ha以上（北海道では
3ha）のまとまりを有する農地の面積）

4



（参考）稲作農業の体質強化緊急対策事業

5



○ 稲作の直播栽培技術は、育苗・田植等の春作業の省力化に加え、生育ステージのずれによる収穫等
の秋作業の分散が図られ、生産コストの削減に寄与。
○ 栽培技術の１つである乾田直播は、コスト面で有利となる一方で、ほ場条件として地表排水や水持
ちが良好なこと等が求められ、また、苗立ちの安定性向上等が課題。
○ 地下水位の調整が可能となる地下灌漑システムの導入は、それらの解決手段として有望。

○ 直播栽培技術導入による労働時間の変化のイメージ

・播種後、地下水位を地表面が湿る程度まで上昇さ
せることにより、極端な苗立ち不足を回避

○ 地下灌漑による苗立ち安定化

○ 直播栽培技術の労働時間・コスト比較

労働時間 生産コスト

湛水直播(条播) 13.5hr/10a 95,250円/10a

乾田直播(耕起) 12.4hr/10a 83,804円/10a

乾田直播(不耕起) 8.2hr/10a 77,537円/10a

資料：農林水産省「米の直播技術等の現状(平成20年)」

資料：農林水産省「水稲の直播栽培の現状について（平成20年）」

資料：農業・食品産業技術総合研究機構「水田輪作における
地下水位制御システム活用マニュアル」

（参考）直播栽培技術による生産コストの削減

H25H24H23H22

6



１－５．農地中間管理機構との連携による農地集積

○ 農地中間管理機構と、換地や一時利用指定を通じて土地利用調整のノウハウを有する土地改良区と
が連携すれば、農地集積の相乗効果を発揮。

7

区画整理の前 (H24.4月) 区画整理の直後 (H26.4月) 農地集積の促進 （H26.7月）

【国営緊急農地再編事業南周防地区（山口県） 中山団地の事例（約12ha）】

農地：15.4㏊ （284筆）
経営：法人 0.7ha（１法人：担い手）

個人 14.7ha（26人：非担い手）

農地：12.2㏊ （80筆）
経営：法人 8.7ha（１法人：担い手）

個人 3.5ha

農地：12.2㏊ （80筆）
経営：法人 10.7ha（１法人：担い手）

個人 1.5ha（６人：非担い手）

：担い手への集積ほ場 ：担い手への集積ほ場：担い手への集積ほ場

集
積
率
向
上

山口県全体のH35目標 70％

（H26年3月 山口県基本方針）

農地中間管理機構との連携
による集積促進

中山団地農地集積の推移
農
地
集
積
率

４％

71％

88％

農地再編事業

換地

農地集積

H24.4月 H26.4月 H26.7月

換地計画原案作成

人・農地プラン

一時利用指定 H29 換地処分

H27・H28 暗渠排水工事

機構を介在した集積率の押し上げ 中心経営体へ９割集積

H26.3月 農地中間管理機構の設立

一次利用指定に向け７割集積

H25・H26 区画整理工事

農
地
集
積
率

土地改良区主体に
よる集積促進

みなみすおう



（参考） 8



109

（参考）

３ 今後の展開方向

・ 人・農地プランの作成・見直しの推進による出し手の農地の掘り起こし、公募した
借り手（担い手や新規参入希望者）のニーズへの対応を着実に進める。

・ 機構の事業と基盤整備（簡易整備を含む）の連携の強化を図る。



（参考）

農地中間管理機構を活用した地域の動き

（熊本県の事例）10



11

（参考）農地耕作条件改善事業



２－１．畑の整備水準①【畑地かんがい】

資料：農林水産省 「農業基盤情報基礎調査（平成25年3月）」

 「整形」とは、原則として方形に整形されているもの。
 「不整形」とは、等高線区画などで上記の整形に含まれないもの。
 「末端まで-事業」とは、事業によって整備されたもののうち、各区画へかんがい用水を配水できる
施設が各区画ごとに整備されているもの。

 「基幹まで-事業」とは、事業により基幹的施設までの整備に止まり、各区画まで配水施設が整備
されていないもの。

 「非事業」とは、畑地かんがいが行われているが、事業による整備ではないもの。
 掲載している数値については、四捨五入を行っているため、合計と内訳の積み上げが一致しない
場合がある。

○ 畑地かんがい施設の整備状況
整形

［127万ha：61％］
不整形

［80万ha：39％］

不備 ［92万ha：72％］
不備

［69万ha：87％］

基幹まで-事業 ［11万ha：8％］

末端まで-事業 ［22万ha：17％］

末端まで-事業
［6万ha：7％］

非事業 ［3万ha：2％］

非事業
［3万ha：4％］
基幹まで-事業
［1万ha：1％］

○ 畑地かんがい施設の整備面積は45.7万haで畑全体の22.1％を占めている状況。
○ うち27.6万haは各区画（末端）まで配水施設が整備されているが、11.9万haは基幹的施設までの整備でとど
まっている状況。

○ 畑地かんがい施設の整備状況の推移

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」（平成25年）、
農林水産省「農業基盤情報基礎調査」（平成25年3月）
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２－１．畑の整備水準②【末端農道】

○ 末端農道の整備状況

13

整形
［127万ha：61％］

不整形
［80万ha：39％］

不備 ［10万ha：8％］

不備
［42万ha：52％］

幅3-4m ［21万ha：16％］

幅4m以上 ［96万ha：75％］
幅3-4m

［22万ha：28％］

幅4m以上
［16万ha：20％］

資料：農林水産省 「農業基盤情報基礎調査（平成25年3月）」

 「整形」とは、原則として方形に整形されているもの。
 「不整形」とは、等高線区画などで上記の整形に含まれないもの。
 掲載している数値については、四捨五入を行っているため、合計と内訳
の積み上げが一致しない場合がある。

○ 畑の末端農道の整備面積は155.1万ha（畑全体の75％ ）で、うち112.0万haは幅４m以上の末端農道
が整備されている状況。

○ 末端農道の整備状況の推移

資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」（平成25年）、
農林水産省「農業基盤情報基礎調査」（平成25年3月）

155.1万ha

74.8

0

50

100

150

200

0

10

20

30

40

50

60

70

80

S
3
9

S
4
4

S
5
0

S
5
8

H
0
5

H
1
3

H
2
3

H
2
4

H
2
5

整
備
面
積
（
万
ｈ
ａ
）

整
備
率
（
％
）

畑の末端農道整備済面積 畑の末端農道整備率



約１．４倍
平年より少ない

平年より高い

２－２．畑地整備による農業展開①【干ばつ被害の防止】

畑地帯総合整備事業 【留辺蘂温根湯地区（北海道）】
●事業期間： H19～H26年度
●受益面積： 1,040ha（畑かん、農道、暗渠、土層改良）

資料：北海道オホーツク総合振興局調べ
（地区内のほ場を対象に調査）

干ばつ被害の防止

○ 全国の年降水量は長期的に減少傾向にあるとともに、少雨の年と多雨の年の降水量の開きが次第に
大きくなってきている状況。
○ オホーツク管内では、平成25年度の５月から８月の少雨と６月から７月の高温によって、農作物の
生育障害が発生。このような中、畑地かんがいが導入されているほ場では、無かん水地区に比較し1.4
倍の収量を確保。

○ 平成25年の気象（オホーツク管内） ○ 収量の比較（玉ねぎ）

資料：「水資源白書」（平成26年度）

（参考）全国の年降水量の経年変化

るべしべおんねゆ
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アスパラガス

醸造用かんしょ

にんじん

枝豆

ほうれんそう

さといも

ごぼう

○契約栽培の増加
・整備前面積 なし
・整備後面積 約35ha（H25）
（ごぼう、ほうれんそう等）

○主な契約先
・冷凍食品会社
・農協系食品会社
・酒造会社

○ 畑地かんがい施設の整備により、高収益作物（野菜）への転換が進められるとともに、干ばつ等の
場合も安定して生産できる体制が構築。
○ これにより、実需者への安定出荷が求められる加工・業務用野菜の栽培が増えている状況。

露地野菜（ほうれんそう）露地野菜（にんじん）

枝豆の契約栽培ほ場

県営畑地帯総合整備事業 【森田原地区（宮崎県）】
●事業期間：H3～H12年度
●受益面積：107ha（畑かん、排水改良）

野菜の生産拡大

「みやざきエコごぼう」の生産
（みやざきブランド「環境貢献」の認証）

みやざきブランド認証作物の推進

加工・業務用野菜の契約栽培の拡大

事業実施

・４つの共通基準（土づくり、使用済み資材の処理、栽培管理
記録、残量農薬に関する基準）を満たすこと
・商品ブランドの特徴を示す７つの個別基準（環境貢献、おい
しさ、鮮度、オリジナリティ、出荷時期、健康、六次産業化）
で整理される

「みやざきブランド」とは

４倍に拡大

Ｈ４ Ｈ１５ Ｈ２５
H３ H12 15

２－２．畑地整備による農業展開②【高収益作物、加工・業務用野菜への転換】

（６次産業化）

（環境貢献）

みやざきブランド
認証作物

(ha)

もりたはら

施設野菜（アスパラガス）



県営畑地帯総合整備事業 【穂日島地区（島根県）】
●事業期間： H10～H15年度
●受益面積： 97ha（畑かん、農道、排水改良）

農業用水の確保を契機とした農外企業の参入

参入企業数

0
1
2
3
4
5
6

H17 H26
0

10

20

30

40

H17 H26

参入企業経営面積

（社） (ha) 29倍に向上5倍に向上

かん水状況イオンアグリ創造（株）安来農場

・流通大手イオン（株）のグループ企業イオンアグリ創造（株）が農業参入

・生産した加工用・青果用野菜を自社の流通ルートを活用し西日本各地のイ
オン系列店で販売

【イオンアグリ創造（株）の耕作面積】

○ 農業用水の確保を契機として、加工・業務用野菜等の生産を目的に農業参入する企業が出てきてい
るところ。

２－２．畑地整備による農業展開③【企業参入】

ほひじま
イオン（株）の取組み

16



（参考）加工・業務用野菜の施策的な位置付け

17

「日本再興戦略」改訂2014 －未来への挑戦－ 平成26年6月24日閣議決定

③新たな国内市場の開拓
・ 加工・業務用野菜、有機農産物、薬用作物等の需要が伸びている農作物について国産シェアを拡大させる

とともに、医療食農連携、農観連携等により、新たな国内市場を開拓する。

「農林水産業・地域の活力創造プラン」 平成26年6月農林水産業・地域の活力創造本部改訂

＜目標＞
今後10年間で加工・業務用野菜の出荷量を５割増加
＜具体的施策＞
・ 需要が拡大しているカット野菜等の加工・業務用野菜について低コスト・省力化栽培の実現や物流の合理化

により生産流通体制を強化

攻めの農林水産業推進本部とりまとめ（重点事項） 平成25年12月公表

③新たな国内ニーズに即した農林水産物・食品の生産・開発・普及

・加工適性を持つ品種や作業機械の開発・導入、安定生産技術の開発・導入、機械化一貫体系の導入による
低コスト・省力化生産を推進し、平成34年までに、加工・業務用向け野菜の出荷量を５割増加させ、野菜経営
の所得向上、輸入野菜からのシェア奪還を目指す。



国営農地再編整備事業 【真狩地区（北海道）】
●事業期間： H19～H26年度
●受益面積： 1,028ha（区画整理、暗渠、土層改良） ※標準区画：2.4ha

生産性の高い効率的な農業の実現

現 況：不規則な傾斜
排水不良、作土不足、石礫障害等

計 画：ほ場の傾斜改良、大区画化
暗渠排水、客土、除礫等の整備

計 画：換地による農地利用集積、
土地利用の整序化

現 況：農地の分散、不規則な区画、号線
敷地の介在等

換地面積：４６８ha

2,300 
2,400 
2,500 
2,600 
2,700 
2,800 
2,900 

整備前 整備後

（Kg/10a） ばれいしょ（男爵）の単収

※整備前、整備後は調査を実施した各３ほ場の平均値

出典：地区収量調査（H20～H24）

5,500 

6,000 

6,500 

7,000 

7,500 

整備前 整備後

（Kg/10a） てんさいの単収

※整備前は調査を実施した３ほ場の平均値

整備後は調査を実施した４ほ場の平均値

出典：地区収量調査（H20～H24）

○ ゆりねのスイートコロッケ販売

○ 不整形、急傾斜、排水不良等の条件の悪いほ場において、区画整理や土層改良等を実施すること
で、単収の向上、大型機械化による営農経費の削減等、効率的な土地利用型農業を実現。
○ 農作業の効率化によって生まれた余剰労働力を活用し、６次産業化の取組を展開。

２－２．畑地整備による農業展開④【農作業の効率化と６次産業化】

まっかり

約１割増

約２割増

農家の主婦らで組織する真
狩村農産物加工研究所（現：
まっかりまんま）が考案。

平成２１年から道の駅やイン
ターネットでの販売を開始。

18



○ 畑地の区画整理や農道整備、土層改良等によって、大型機械の導入が実現。
○ これまで酪農家が対応していた飼料作物生産や配合飼料製造を大型機械を所有するコントラクター
やＴＭＲセンターへ作業委託することが可能になり、酪農経営の効率化に寄与。

農山漁村地域整備交付金 【新得地区
（北海道）】
●事業期間：H21～H26年度
●受益面積：746ha（区画整理、農道整
備、土層改良等） ※標準区画：5.5ha

19

① 平成１７年８月より供給開始。

② 牧草とデントコーンをバンカーサイロで貯
蔵・発酵させた後、乳牛の管理ステージ状
況に応じて調製した飼料を、酪農家１４戸、
約１２００頭に供給。

バンカーサイロでの貯蔵、発酵 飼料混合

個人による作業

機械利用組合による作業

① コントラクター事業とTMRセンター事業を連携させることにより、粗飼料の栽培・収穫か
ら配合飼料の調製・供給まで作業委託が可能。

② 乳牛一頭あたりの乳量が、年間１頭あたり７，０００ｋｇ台から１０，０００ｋｇ台に増加。

コントラクタ－（JAによる組織）が支援

粗飼料
の搬入

コントラクター
（飼料作物の生産）

JA新得町ＴＭＲセンター
（配合飼料の製造・供給）

区画整理実施前

区画整理実施後

２－２．畑地整備による農業展開⑤【コントラクター等の活用】

しんとく



○ 安定した農業用水の確保、水管理作業の大幅な省力化により、生産性の向上を図るとともに、高付加価値
化を推進し、地域の農業構造の改善と農業経営の安定化を実現。

単位当たり収量（茶） 単位あたり労働時間（茶）

収量向上と労働時間低減

畑地帯総合整備事業 【牧ノ原相良地区（静岡県）】
●事業期間： H9～H19年度
●受益面積： 1,168ha（畑かん、区画整理、農道）

不安定な雨水利用 人力によるかん水 ファームポンドの整備 スプリンクラーの整備

798 
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高付加価値化

○適切なかん水により樹勢を確保し、付加価値の高い被覆茶を生産。
ＪＡハイナン認証の「ブランド茶」として販売。

被覆茶 JAハイナンでブランド化

２－２．畑地整備による農業展開⑥【樹園地】

「ブランド茶」年間生産量
（参考）単価比較（一番茶）

Ｈ２０ Ｈ２４
(事業完了５年後)
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○ 畑地かんがい・区画整備により、酒造業、小売業、野菜販売業等の多様な法人向け団地や観光農園
団地等が形成され、農業の高付加価値化と地域活性化を実現。

21事業実施後

畑地帯総合整備事業【明野地区（山梨県）】
●事業期間：Ｈ４～23年度
●受益面積：270ha（畑地かんがい、区画整理） ●受益戸数：538戸

生 産 ・ 加 工 ・ 販 売 の 例

山梨県フラワーセンター

中央自動車道へ→

観光農園（ブルーベリー）

明野ふるさと太陽館

事業実施前

○地域の話し合い
○土地改良事業の推進
○目的別の団地化
○農地保有合理化法人に
よる農地の賃貸借

○多様な法人の参入

※売上額、集客数は３年間の年平均

※生産量、売上額は３年間の年平均
ワイナリーショップ

醸造用ブドウの生産

体験型の観光農園

新 規 参 入 の 状 況

受益地域

酒造業法人

15.9

有機野菜法人

15.5

小売業法人

14.8野菜販売法人

5.7

観光農園法人

4.5

その他法人

11.4

個人

12.7

図 畑地80.5haの参入内訳（法人名、ha）

○18農業法人、40個人農家が受
益面積の1/3にあたる80.5ha
に新規参入

観 光 農 園 の 運 営 の 例

流通網と集客施設をフルに活用する基盤整備を展開

新規参入と農業の高付加価値化により地域を活性化

地域の活性化に資する生産振興方針を定め、目的別に団地化

農業者 面積（ha） 生産量（ｔ） 売上額（億円）

法人（ブドウ） 12.1 45 0.3

農業者 面積（ha） 売上額（億円） 集客数（千人）

法人（ブルーベリー） 2.5 0.2 8～10

個人（サクランボ） 2.0 0.3 11

花・野菜団地

観光農園団地

法人利用団地

自作経営団地

凡 例

茅ヶ岳広域農道

２－２．畑地整備による農業展開⑦【樹園地】

あけの



２－３．畑地かんがい用水の多目的利用①

○ 畑地かんがい用水は、本来の作物への水分補給だけでなく、病害虫防除、塩害防止、防霜、肥培な
ど、多様な水利用がなされているところ。

栽培管理用水

気象災害防止用水

管理作業の省力用水

耕起用水 土壌水分補給により、粘土質の固結化を防止し、砕土を向上

地温調節用水 散水により地温を上昇（下降）させ、根の給水機能を促進

凍霜害防止用水 水滴の氷結潜熱で、作物体温を０℃付近に保ち凍霜害を防止（お
茶、ジャガイモ）

降灰害防止用水 作物に付着した降灰の除去

土壌風食防止用水 散水により土壌粒子を連結し、風食を防止

潮風害防止用水 作物に付着した塩分の除去

かん水陽熱処理用水 散水した後、ビニール等で被覆し、陽熱処理することにより土壌
中のセンチュウ等を駆除

湛水除塩用水 一定期間、畑に湛水し、土壌中に蓄積した塩分を流出させ、塩害
を防止

病害虫防除用水 薬剤を希釈し散布

液肥用水 可溶性肥料を希釈し施肥

肥培かんがい用水 有機質肥料を希釈し散布

○ 畑地かんがい用水の多目的利用

22



２－３．畑地かんがい用水の多目的利用②【病害虫防除】

○ 畑地かんがい施設による用水を利用し、太陽熱を利用した土壌還元消毒を導入。
○ 農薬を使用しないため、環境に対しても負荷を与えない、安全・安心な農作物の生産を実現。

畑地帯総合整備事業 【南薩地区（鹿児島県）】
●事業期間： S47～H6年度
●受益面積： 7,895ha（畑かん、区画整理、農道）

還元型太陽熱土壌消毒の効果

畑地かんがいを整備

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0

消毒前 消毒後

糸状菌

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

消毒前 消毒後

細菌

0
20
40
60
80

100
120
140

消毒前 消毒後

センチュウ

還元型太陽熱土壌消毒による土壌病害虫抑制

３週間から１ヶ月間の被覆

○７～８月の気温の高い時期に十分なかん水を行った後、ビニル等で土
壌表面を覆うことにより、土壌を高温、過湿および還元状態にすること
で土壌中の病害虫を死滅させる方法。

89%減少 100%減少64%減少

23

なんさつ

資料 鹿児島県園芸振興協議会「平成19年度土壌病害虫抑制調査」



２－３．畑地かんがい用水の多目的利用③【塩害防止】

ハウス栽培における塩害防止

資料：北海道開発局帯広開発建設部調べ

ハウス内でのリーチング

○ ハウス内は雨水の流入がないため、塩類集積が起きやすく、玉ねぎに生育不良が発生。このため、
リーチング作業により、蓄積した塩類を流出させ、土壌中のＥＣ値（電気伝導度）を低下させること
で、塩害を防止。

国営かんがい排水事業 【幕別地区（北海道）】
●事業期間： S58～H17年度
●受益面積： 960ha（畑かん）

まくべつ

ハウスにおける塩類の集積 リーチングによる除塩

ハウス内では作物の
生育に必要な量の水分のみ

が補給されます

屋 外 ハウス内

ハウス内で吸収されない塩類は
徐々に蓄積していきます

蓄積した塩類によって
障害が発生するように

なってきます

作付終了後、一定期間
ハウス内に湛水する事により
蓄積した塩類を流出させます

土壌診断に基づき、
次作物に適した施肥を行います

蓄積した塩類は
土壌より取り除かれ、

ハウス内の土壌が
よみがえります

湛 水

吸収される塩類吸収される塩類

吸収されない塩類吸収されない塩類
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２－３．畑地かんがい用水の多目的利用④【防霜】

畑地帯総合整備事業 【松元地区（鹿児島県）】
●事業期間： S63～H18年度
●受益面積： 139ha（畑かん、農道等）

散水氷結※１による霜害※２の防止

※２霜害・・・
霜が降り、新芽の温度が－2℃以
下になることで新芽が枯れてしまう
被害。

※１散水氷結・・・
水が凍結する際に放出する熱（潜
熱）を利用し、葉表面に氷をつくり、
凍霜害を防止する方法。

25霜害を受けた茶畑

862

1,276
1,105 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

H11 H24 H25

単位あたり生産量（茶）

kg/10a

1.3倍に向上

1.9

4.6

7.3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

H11 H24 H25

認定農業者の平均茶畑経営面積

ha/戸

3.8倍に向上

散水氷結による茶の防霜

ほうれんそう
（14）

ユリ
（23）

茶
（507）

（出典：鹿児島市聞き取り）

生産額（百万円、平成２５年）

○ 晩霜の影響により、基幹作物である茶に多大な被害が発生。畑地かんがい施設の整備により、防霜
かんがいを実施し、生産性が向上し、安定した農業経営が確保。

まつもと



1戸

9戸

6戸

1戸

5戸

1戸
１割減

２割減

３割減

４割減以上

変化無し

従来から未使用

２－３．畑地かんがい用水の多目的利用⑤【肥培かんがい】

【畑地帯総合土地改良パイロット事業 天塩平原地区（北海道） 】

【国営かんがい排水事業 雄信内地区（北海道）】

●事業期間： H4～H19年度
●受益面積： 4,201ha

用水施設の新設整備

○ 畑地かんがい施設の整備による用水を利用し、肥培かんがいを実施し、営農経費の節減や河川流域の
水質汚濁の軽減に寄与。

生活環境面の変化

用水施設の整備による営農経費の節減

タンカーによる家畜ふん尿の散布状況

貯水池の新設 肥培かんがい施設の整備

※ 国営天塩平原地区及び雄信内地区地域住民意向把握結果（回答農家：23戸）

現在と平成４年頃の10a当たりの化学肥料の投入量の比較

２割以上の削減
16戸（約７割）

1

2

3

4

5

12

20

0 5 10 15 20 25

その他

農作業の共同化・省力化の意識向上

畜産物の安定生産

後継者の確保や担い手農家の育成

労働力の節減による家畜飼養管理の徹底

肥培施設の導入によるふん尿の臭い軽減

堆肥盤からの汚水流出防止による周辺圃場や

河川の環境改善

事業実施により、地域全体に与えた影響

(戸)

回答農家のうち、20戸
（約９割）が回答しており、
環境改善への評価が高い。

てしおへいげん

おのぶない
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３－１．水田の整備水準

27

○ 農業地域類型区分ごとの水田の整備水準は相違。
○ 大区画の割合は、平地農業地域が１４％に対して、中山間農業地域は約５％。
○ 畦畔除去等による大区画化の可能性を判断する目安となる標準区画（30a程度以上）に占める「ほ区均平」
の割合は、平地農業地域が約５割に対して、中山間農業地域は約３割。
○ 未整備水田に占める30a程度未満の整形田の割合は、平地農業地域が約７割に対して、中山間農業地域
は約４割。
○ 地形条件等の地域特性を踏まえた弾力的な整備を考えることが必要。

※ほ区均平とは、ほ区内の田面差が殆どないもの（田面差が±5cm未満）

その他

36万ha （52％）

ほ区均平 ※

32万ha （48％）

標 準 区 画
（30a程度以上）
68万 ha（63％）

大区画
（1ha程度以上）
15万ha（14％）

未整備
（30a程度未満）
25万 ha（23％）

○ ほ区均平の整備状況（平地農業地域） ○ ほ区均平の整備状況（中山間農業地域）

その他

35万ha （74％）

ほ区均平 ※

12万ha （26％）

標 準 区 画
（30a程度以上）
47万 ha（48％）

大区画
（1ha程度以上）

5万ha（5％）

未整備
（30a程度未満）
45万 ha（47％）

畦畔除去等に

よる大区画化

のポテンシャル

畦畔除去等に

よる大区画化

のポテンシャル

資料：農林水産省 「農業基盤情報基礎調査（平成25年3月）」

整形
18万 ha
（73％）

不整形
7万 ha
（27％）

整形
20万 ha
（44％）

不整形
25万 ha
（56％）



中世からの伝統文化を活かした農業関連産業の導入と地元雇用の創出

○ 世界文化遺産の平泉が周辺にある中世の田園風景が残る伝統的
な地域。

○ 中世からの歴史をつなぐためには、営農の継続が責務と考え、将
来にわたり農業生産活動が適切になされるよう、曲線状の道・水路、
畦畔群の景観に配慮した区画整理等を実施。

○ 併せて、平泉の観光客を誘引するため、古民家を改修した休憩所
「古曲田家」、農家レストラン・産直施設・展示棟を併設した骨寺村荘
園交流館「若神子亭」を整備。

○ 特産のカボチャを活用した商品開発、田植えなどを行う農業農村体
験支援、ガイド育成、普及啓発等を実施。

骨寺村荘園地区（岩手県一関市）

景観に配慮した
農地整備

骨寺村荘園交流館
若神子亭

【成果】
○ 平成23年６月の平泉の世界文化遺産の
登録を契機に、来訪者数が大幅に増加
（H24実績：23,440人、目標の1.6倍）

○ 産直施設等は、地域の女性の雇用の場
として活用。

▲事業着手

《交流人口の推移》

３－２．地域の特性に応じた農業農村整備①

いちのせき

ほねでらむらしょうえん

○ 農業生産基盤整備を契機に、自然、伝統文化等の地域資源の強みを活かした取組を展開し、新たな価値の
創出と雇用の確保を促進。

28



３－２．地域の特性に応じた農業農村整備②

29

白州地区（山梨県北杜市） 豊かな自然を活かした農業生産の強化と地元雇用の創出

○ 日本有数の日照時間と南アルプス山麓の地下水という恵まれた
自然を有する地域。

○ 他方、耕作放棄地による景観の悪化、農業生産の衰退が懸念
されている地域。

○ 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業により遊休農地が整
備された箇所に、自然の強みに魅力を感じた参入企業がドーム
型ハウス40棟を建設（北原工区）。

○ 当該企業関連会社と地元の農業従事者を構成員とする農業生
産法人(株)ドームファーム北杜が設立され、ハウス内で野菜を
生産。

○ 併設する工場において、野菜をカットし、都市圏に出荷。

○ 地元から50人の雇用が創出。

ドーム型ハウス

ハウス内での収穫

ほくとはくしゅう



○ 農業生産基盤整備を契機に品目を「長いも」などの高収益作物へ転換。平成11年に台湾への輸出を
開始し、米国やシンガポール等へも輸出を拡大。

３－２．地域の特性に応じた農業農村整備③ 30



○ 「集落の農地はみんなで守る」ことを目指し、平成11年度に１haほ場による一集落一農場方式で集落営農を
開始。
○ 資産管理、販売・収益分配等を一元化し、平成14年度に法人化

31

集落一丸となった営農による農地の保全

○ 集落のほぼ全員が第二種兼業農家という中、将来にわたり農業
生産活動が適切になされるためには、営農の効率性を上げるこ
とが必要と考え、大規模ほ場整備（1筆1ha以上）を実施。

○ 会社員や土地持ち非農家でも農作業に参加できるよう、主な農作
業を土日祝日に集約したり、若者から高齢者までそれぞれが適材適
所で働く営農体制を整え、集落一丸となって農作業を実施し、農地を
保全。

○ 近年は、契約栽培や直接販売等の多様な販路を拡大。

酒人ふぁーむ（滋賀県甲賀市）

【経営面積】
41.5ha（水稲、小麦、大豆、野菜等）

【営農体制】
技能・年齢に応じた４つのグループ（オペレーターＧ、な
ごやか営農Ｇ、すこやか営農Ｇ、やすらぎ営農Ｇ）を組織。

集落の誰もが参加できる体制づくり

（参考）水田整備の取り組みの背景

資料：平成23年度に着手した農地整備事業（75地区）
に係る土地改良区等からの聞き取り結果

事業取組の背景
（地区数）

主として農業経営
の発展

（所得確保）

主として地域農業
の維持

（農地維持）

６７％
（５０地区）

３３％
（２５地区）

３－２．地域の特性に応じた農業農村整備④

こうがさこうど



不作付地 → 農地復元
減農薬･減化学肥料栽培

＋ 江の設置

生態系に配慮した水路

笹波地区（石川県志賀町）

○ 世界農業遺産に認定された「能登の里山里海」の農村景観を未来につなぐため、地域住民自らが土地利用構
想を議論。
○ 地域を「農業生産のための農地利用」、「景観に配慮した粗放的な農地利用」、「生物多様性の維持を目指した
農地利用」、「農地以外の弾力的運用」を図るエリアにゾーニングし、地域資源を維持・継承していく取組を推進。

３－２．地域の特性に応じた農業農村整備⑤

ささなみ

地域住民自らが参画し
ワークショップ方式により
土地利用構想を策定

土地利用構想の策定

里山集落における土地利用イメージ里山集落における土地利用イメージ

作付地→簡易な農地改良 不作付地

作付地→大区画化

集 落 営 農

地域の担い手 または
地域外からの農業参入

林地化林地化

ドジョウ養殖池ドジョウ養殖池

農地以外の弾力的運用

太陽光発電太陽光発電

炭用のクヌギの植林

蜜源植物蜜源植物

山 菜山 菜和牛放牧和牛放牧

景観に配慮した
粗放的な農地利用

ため池

水のネットワーク
の形成

水のネットワーク
の形成

→ コメの
付加価値化

不作付地 →農地復元
減農薬･減化学肥料栽培

＋ 冬期湛水

冬 期 湛 水
冬季も水を張り、水鳥の
糞により施肥効果を期待

小学生と生き物調査石積水路

ヤリタナゴ マツカサガイ

共生
関係

江 の 設 置
中干し期の水生生物の避難場所

生物多様性の維持を目指した農地利用

32



33集落機能の集約状況

診
療
所

保健福祉
センター

50m

物産販売所
（乳製品）

ふらっと美山

物産販売所（1Ｆ）
行政窓口（2Ｆ）

お祭り
広場

農業振興総合
センター

高齢者
コミュニティ
センター

美山漁業
協同組合

バス停 JA京都
ATM

○ 農業生産基盤整備を契機として非農地を創出し、日常生活を支える生活拠点施設等を順次集積。
○ JAの購買店舗の閉鎖に伴い、住民の共同出資により、共同売店と直売所の機能を備えた店舗を運営。

平屋地区（京都府南丹市美山町） 集落の日常生活を支える機能の集約とネットワーク化

○ 美山町平屋地区では、ほ場整備を契機に、国道と府道が交差する交通の要所に、非農地を創出し農協の店舗、農業
振興総合センター、高齢者コミュニティセンター、保健福祉センター、診療所等の生活拠点施設を順次集積。

○ 人口減少と高齢化が進む中、JAの購買店舗の閉鎖が決定されたことから、住民が話し合いを重ね、住民が共同出資
し、共同売店と直売所の機能を備えた店舗「ふらっと美山」を運営することとなった。平成２２年度の売り上げは約１．６億
円、年間利用者は約１３万人（市外利用者は約８割）。

○ 平屋地区の各集落からは、片道約10分で、この生活拠点へのアクセスが可能となっている。

３－２．地域の特性に応じた農業農村整備⑥

ひらや なんたん みやま

ほ場整備範囲

集約拠点
（ふらっと美山等）
ほ場整備により

創出された非農用地



○ 農業生産基盤整備を契機にした都市と農村のつながりの強化により、経済活動が活発となり、地域の活性
化が図られる取組を促進。

都市農村交流による地域の活性化

○ 傾斜地、不整形等、農業生産条件が不利な地域で、農業者
の高齢化が進む中、耕作放棄地の拡大による更なる農業生産
活動の衰退や農村コミュニティの弱体化が懸念。

○ このため、営農条件を改善するためほ場整備を行うととも
に、営農組合を立ち上げ、都市住民参加による農業体験等の
交流を実施。

○ 県による交流施設の整備や地元企業による地域作物のブラ
ンド化を通じて、地域への都市住民の更なる来訪を目指して
いるところ。

赤平川地区（埼玉県秩父市）

都市住民参加による農業体験
農産物のブランド化 交流施設の整備

３－２．地域の特性に応じた農業農村整備⑦

あかひらがわ ちちぶ

来訪による地域の活性化

営農組合
（農業体験）

ターゲット：都市住民

地元企業
（農産物の
ブランド化）

行政
（交流施設
の整備）

地域の体制
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